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企業の ESG 情報に対する精査はかつてないほど厳しくなって
います。2018 年、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
は、気候変動による最も壊滅的な影響を避けるため、地球温
暖化を 1.5℃に抑えなくてはならないと警告しました。これを
実現するためには、事業運営のあり方を変える必要があります。

投資家、顧客、規制当局、メディア、そして従業員までもが、地球温暖化を
1.5℃に抑える気候科学や、ネイチャーポジティブで森林減少のない世界の実
現に必要な事項に従って、環境負荷の削減のために企業が行っている取組み
の内容に強い関心を寄せています。

これまで各国政府しか立つことができなかった、グローバルな交渉の最前線に企
業が参加するようになったことは、COP27における大きな収穫となりました。
非政府アクターの排出量ネットゼロ・コミットメントに関する国連ハイレベル専
門家グループの報告書の中で、同グループの議長は、企業が今後行うことの重要
な部分として、誠実かつ透明性のある算定が必要であることを強調しています。

炭素関連の規制の数は増加する一方であり、それに伴い排出量の報告に対す
る要求も高まっています。EU は排出量削減のための目標と対策を定めていま
す。なかでも最も注目されるのは、最近採択された企業サステナビリティ報
告指令（CSRD）です。CSRD により、大企業は炭素排出量を報告すること
が求められ、中小企業も対象となる見込みです。EU の計画は GHG 報告にと
どまらず、審査員による結果の審査と検証が期待されています。

EU のみならず、パリ協定への復帰やインフレ削減法を通じた連邦政府の資金
支援から、企業の環境情報開示の義務化を推進する米国証券取引委員会（SEC）
による気候変動開示規則案に至るまで、米国も気候政策に関して世界の舞台
に復帰しています。世界的にこの動きに追随する国が増える中、GHG 報告、
特に炭素定量化に関して先手を打っておくことが重要になっています。

独立した第三者による検証のメリットは、内部プロセスの改善やリスク・機
会の特定から、データの信頼性の向上、さらにはコスト削減に至るまで多
岐にわたります。強力な評判を築くには、温暖化の 1.5℃抑制に整合した堅
牢な手法を用いて作成され、第三者（科学に基づく目標設定イニシアチブ

（SBTi）など）の認定を受けた、信頼できる目標を持つ必要があります。この
目標に対する進捗状況や排出量全般について、検証済みの排出量データを一
般に開示して報告することで、競争優位性を得ることができます。また、生
物多様性に関する規制や、ネイチャーに関する科学に基づく目標（ネイチャー
SBTs）の導入が今後予定されているため、水と森林に関するデータの検証も
重要性が高まるでしょう。

まだ環境データの検証に着手していない企業にとって、今こそ最適なタイミ
ングです。

はじめに

Sonya Bhonsle 
バリューチェーン担当 
グローバルヘッド、CDP

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/high-level_expert_group_n7b.pdf?_gl=1*1ftthpx*_ga*MjkzODk3NjQyLjE2MjI2NDMwODA.*_ga_TK9BQL5X7Z*MTY4MzI3NDQ1OC4xLjAuMTY4MzI3NDQ1OC4wLjAuMA
https://www.nytimes.com/2022/03/21/business/sec-climate-disclosure-rule.html
https://www.nytimes.com/2022/03/21/business/sec-climate-disclosure-rule.html
https://www.unep.org/news-and-stories/story/cop15-ends-landmark-biodiversity-agreement
https://www.unep.org/news-and-stories/story/cop15-ends-landmark-biodiversity-agreement
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/


はじめに

ビジネス上のメリット

実務上の考慮事項

検証プロセスで最良の結果を得る

スコープ 3 報告と検証

水と森林に関するデータの検証

検証に関するよくある思い込み

CDP が公表した検証データの分析

CDP 認定検証ソリューションプロバイダー

ケーススタディ

謝辞

02

04

06

09

11

13

14

15

20

21

23

重要事項の通知

本レポートの内容は、CDP Worldwide（CDP）に謝意を表するこ
とを条件に誰でも使用できます。これは、CDP または寄稿者に報
告され、本レポートに掲載されたデータを再パッケージまたは再販
することを許可するものではありません。本レポートの内容を再
パッケージまたは再販しようとする場合、事前に CDP の明示的な
許可を得る必要があります。CDP は、CDP 2022 の情報リクエス
トへの回答に基づいて、本レポートのデータと分析を作成しました。
本レポートに含まれる情報や意見の正確性や完全性について、CDP
は一切の表明または保証（明示的または黙示的）を行いません。専
門家の具体的な助言を得ることなく、本書に記載された情報に基づ
いて行動してはなりません。CDP は、法律で認められる範囲内で、

本レポートに含まれる情報を信頼し、または本レポートに基づく決
定に基づいて、利用者またはその他の者が行動した、または行動を
控えた結果について、いかなる責任、責務または注意義務も負いま
せん。本レポートで CDP が表明した情報と見解はすべて、本レポー
トの作成時点における CDP の判断に基づいており、経済的、政治
的、産業的、および企業固有の要因によって、予告なく変更される
場合があります。本レポートに掲載されたゲスト解説は、それぞれ
の著者の見解を反映したものであり、掲載をもってその見解を支持
するものではありません。CDP、その関連メンバーファームもしく
は会社、またはそれぞれの株主、メンバー、パートナー、プリンシ
パル、取締役、役員および従業員は、本書で言及した会社の有価証

券を保有している場合があります。本文書に記載されている企業の
有価証券は、州や国によっては販売できない場合があります。また、
すべてのタイプの投資家に適しているわけではありません。有価証
券の価値とこれに由来する利益は、為替レートのために変動または
不利な影響を受ける可能性があります。「CDP Worldwide」および

「CDP」はCDP Worldwideを指します。CDP Worldwideは登録チャ
リティ（No.1122330）であり、イングランドの有限保証責任会社

（No.05013650）です。
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大手企業は、データ開示と独立した検証が極めて重要なメリットをもたらすことを
認識しています。社内のデータ管理プロセスやリスク管理の改善から、利害関係者
からの信頼の向上、ひいてはサステナビリティ目標の達成に向けたポテンシャルの
拡大まで、その機会は多岐にわたります。

信頼性と評判
多くの企業や組織が、その環境パフォーマンスや主張
について公に報告しています。数値の正確性を確保す
るために、独立した保証という段階を経ることで、す
べての利害関係者（顧客、従業員、消費者、投資家など）
からの信頼性が高まります。最近の世論調査によると、
環境面で確固たる信頼を得ている組織で働きたいと考
える労働者が増えています。

「グリーンウォッシング」とは、組織のサステナビリ
ティに関する情報開示が信頼性に欠けると考えられる
場合や、企業が環境負荷を実際に最小化することより
も環境に優しい企業であるというアピールに多くの費
用を投じている場合に利害関係者が用いる、昔から使
われている用語です。公的分野での注目度が増してお
り、2022 年の COP27 の結果概要では非政府アクター
について具体的に言及されています。同様の最近の概
念は「グリーンハッシュ」です。これは、組織が調査
を回避するために、グリーンまたは環境、社会、ガバ
ナンス (ESG) の認証情報を公衆の目から意図的に過少
報告したり、隠ぺいすることを選択することです。

環境とサステナビリティに関するデータの独立した検
証は、そのような非難を回避し、対処するための重要
なツールとなるものです。

競争優位性、マーケティング、 
ブランドイメージ
現在、多くのベンダーの選択と調達プロセスにおいて、
サステナビリティデータ（温室効果ガス（GHG）排出
量など）の第三者検証を進めることが求められていま
す。組織は「チェックボックス」方式ではなく、パフォー
マンスに対する独立した審査を受けたことを示す必要
があります。

ビジネス上のメリット

独立して検証されたデータを伝達することは、従業員
のエンゲージメントと維持、新規契約の獲得、より広
範な市場での信頼性の向上など、組織に直接的な競争
上の優位性をもたらすことができます。

保証声明書は企業報告において重要な位置を占めてお
り、報告書を強化し、企業報告の深みを示します。

リスク低減とプロセス改善
環境関連の法規制が世界的に増加しているのは事実で
す。環境データの独立した検証を受けることで、この
プロセスを支援することができます。また、そのため
に過去の検証済みデータ（および、自身が信頼できる
データ）を準備しておくことで、報告ミスのリスクを
抑制できます。さらに、規制の遵守に必須である環境
データの作成にすでに取り組んでいる組織では、独立
した保証や自主的な報告により付加価値を引き出すこ
とも可能です。

情報を開示することで、情報が大規模な利害関係者コ
ミュニティの目にさらされ、厳しく精査されることに
なります。開示前に第三者による検証を受けておけば、
リスクと責任が軽減され、透明性が向上します。

検証員や審査員はエキスパートであり、検証プロセ
スに関するベストプラクティスを共有してくれます。
パートナーとして迎え、生産的な関係を構築できれ
ば、継続的改善のプロセスの一部となってくれること
でしょう。（なお、審査員はコンサルタントと別個の
存在であり、公平性の維持や利益相反の回避について、
懸念される状況があれば警告を出します）。独立した
審査員からの友好的な働きかけは、企業や組織の行動
の焦点を絞る上で役立ちます。
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信頼性の高い炭素ネットゼロ目標の設定を助け
てくれるのは、高すぎる理想やマーケティング上
のプレッシャーに合わせた目標の調整ではなく、
検証されたデータです。

第三者にビジネスシステムとデータフローを調査して
もらうことで、プロセスを改善できる領域や、追加の
チェックが実用的となる領域が浮き彫りになる可能性
があります。

コスト削減とネットゼロ
商業的メリットに加えて、厳密な排出量検証により、エ
ネルギーと炭素の「ホットスポット」を明確化し、企
業は効率的な削減に向けてターゲットを絞ることがで
きます。これはエネルギーコストに直接的な影響を与
える可能性があります。エネルギーコストは、組織に
とって重要なリスクとなりつつあるため特に重要です。

報告と検証をスコープ 1、2 からスコープ 3 のカテゴ
リーに拡大すると、この検証により、バリューチェー
ン全体の中で全体的な排出量（および関連コスト）に
寄与している分野が浮き彫りになります。

さらに、エネルギーと炭素のホットスポットを明確化
できることが、企業の環境モニタリング・報告の継続
的改善につながります。その証拠は投資提案の参考情
報としても活用できます。炭素削減戦略と、最近注目
を集めているネットゼロ目標により、企業は排出量プ
ロファイルを注意深く検討し、最終的にネットゼロを
達成するための信頼できる道筋を設定する動機付けと
なっています。信頼性の高い炭素ネットゼロ目標の設
定を助けてくれるのは、高すぎる理想やマーケティング上
のプレッシャーに合わせた目標の調整ではなく、検証
されたデータです。

複数の報告枠組み
国内および世界において、自主的・義務的な報告プロ
グラムの数が増えています。現在、多くの企業が大量
の報告要件を課されていますが、CDP に報告を行え
ば、前述した必須の環境報告に加えて、他のプラット
フォーム（GRI、CDP、SASB、GRESB）に関しても
使用できます。

データを二度検証する必要がないため、あるスキーム
ですでに検証済みのデータを別のスキームで使用する
ことが可能です。

同様に、新たな報告プラットフォームに加えて、環
境データの主張に関連するフレームワークの数も増
えています（気候関連財務情報開示タスクフォース

（TCFD）、科学に基づく目標設定イニシアチブ（SBTi）
など）。

データの検証は、あらゆる報告やフレームワークに関
して推奨されますが、今後予定されているプログラム
によっては義務的検証が求められる場合があります

（証券取引委員会（SEC）など）。このようなスキーム
やプログラムに対応できるよう、検証済みの過去デー
タを準備しておくことで、報告におけるリスクや責任
を軽減することが可能です。
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実務上の考慮事項
検証の実務的な要素を、段階別ガイドとして以下に 
示します。

報告サイクル全体のキーポイント。声明書／報告書が必要とされる日付か
ら逆算します。CDP の報告期限は早い段階で周知され、明確な締切りが
提示されますが、企業報告やその他のプログラムに関して、遵守すべき期
限がより早く設定されている場合があります。

検証機関候補とは早めに連絡を取ることが推奨されます（以下の段階をま
だ実施していない場合でも）。検証作業には一定の期間（例：2 カ月程度）
がかかりますが、計画・契約プロセスにはそれ以上の期間が必要となるた
め、6 カ月を想定しておくことが望まれます。

必要な検証プロセスに反映されることから、何よりもまず、GHG 排出量
インベントリは明確なものでなければなりません。本セクションでは、検
証機関が特に注目するインベントリの主要な構成要素について端的に注意
を促します。

GHG 排出量インベントリ（「カーボンフットプリント」）の作成は、社内で
行うことも、増えつつある独立コンサルタントを通じて行うこともできます。
検証機関／審査員には熟練した技能と知識がありますが、独立性と公平
性を保つため、アドバイザリーサービスを提供することはできません。もち
ろん、この関係は双方向であり、建設的なフィードバックが与えられます。

ここでの主な考慮事項は以下のとおりです。

{	 報告の境界と範囲
財務管理と業務管理のどちらを採用するかの決定。

{	 報告方法の選択
特定のセクター／業界に特化した手法が増えていますが、重要な規格
は以下のとおりです。

a. 世界資源研究所（WRI）／持続可能な開発のための世界経済人会
議（WBCSD） 温室効果ガスプロトコル事業者排出量算定報告基準。

b. ISO 14064-1:2018 組織における温室効果ガスの排出量および吸
収量の定量化および報告のための仕様ならびに手引。

{	 排出係数
使用する排出係数は毎年一貫している必要がありますが、係数はより
対象を絞ったものとなる場合があるため（国際的な係数から国・地域
の係数になるなど）、しばしば改善が見られます。

{	 範囲
報告の範囲に含まれるのは、地域、資産の種類・数、ロケーションベー

タイミング

1

2

GHG排出量
インベントリ
を計算する
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最適な検証
機関の選択

3

スとマーケットベースのどちらで排出量を報告するか、スコープ 3 で
報告されるカテゴリーなどです。

{	 データフロー
データ処理のレベルと組織内でのデータの移動は重要です。同様に、
データの透明性とそれに基づいて実行される計算も非常に重要です。
現在では、さまざまな報告ソフトウェアやパッケージが使用されてい
ます。検証機関は、評価の一環として、データフローや計算の照会を
行う必要があります。

GHG 排出量インベントリ（上記のセクション）を検証機関候補に提示す
るための方法には、問合せ、公的報告書のコピー、データのサンプルの提
供などが含まれ、打ち合わせ等でサポートすることも可能です。

検証機関の規模、範囲、スタイルはさまざまです。重要なのは、自社と「相
性」の良い機関を選ぶことです。これは特定の能力に応じて決まるかもし
れませんし、作業慣行が似ていることによるかもしれません。他の組織に
確認してみるのも有効でしょう（どの機関を利用しているか、どの機関か
らフィードバックを得ているか、コンサルタントの関与の有無など）。

検証機関／審査員は業務におけるパートナーであり、プロセスの最後に
「ホームワークチェッカー」を務めるだけの存在ではありません。

GHG 排出量の保証には「限定的」と「合理的」の 2 つのカテゴリーがあり、
報告企業はどちらが必要であるか判断しなければなりません。CDP は現
在、スコアリングにおいて、限定的保証と合理的保証の両方に同じポイン
トを付与しています。限定的保証は、検証の経験が比較的浅い企業などに
とっては有用ですが、企業にとっては合理的保証に移行することに付加価
値を見出す場合があります。例えば、合理的保証を求める動きが強まって
いる今後の規制に備える場合などです。

標準的なアプローチというものは存在せず、報告企業の異なる保証レベル
に対して必要なコストと作業（サンプリング、インタビューなど）は様々
であり、これは検証機関によるリスク評価の結果によります。アプローチ
は、組織によっては高位なデータサンプリングや現地視察を伴う場合があ
り、また実施されているプロセスや手順によっても異なります。

限定的保証を請け負った場合、検証機関は一般に合理的保証の場合よりも
少ない証拠を収集します。もっともこれは、検証機関の結論を「消極的」
な形で表明する上では十分な証拠です。「限定的保証」の保証声明書の例
は以下の通りです。「実施されたプロセスと手順に基づき、当該主張が重
要な点において正確ではなく、データや情報の公正な表明ではなく、（関
連する基準）に準拠して作成されていないことを示す証拠はない。」

「合理的保証」の保証声明書の例は以下のとおりです。「提供された証拠と
検証のために選択されたサンプルに基づき、GHG に関する主張が、提示
された範囲に基づき重要な点において正しく、GHG のデータおよび情報
の公正な表明であり、（関連する基準）に準拠して作成されているという
のが我々の意見である。」

4

保証のレベル
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独立した検証や保証は、今や「あれば望ましい」ものではなく、期待され
ているものです。国際基準が導入されており、信頼できる検証プロセスは、
強固な国際基準に裏付けられている必要があります。

GHG については ISO 14064-3、非財務データについては ISAE 3000 が
一般的な検証基準です。現在受け入れられている基準をすべて記載したリ
ストは、CDP のウェブサイトで入手できます。

検証基準

5

タイミング

8

認定とは、機関の能力と公平性や、国際的に認知された規格やプログラム
に対する機関の活動の適合性について評価することです。検証機関が認定
を受けていれば、報告企業は検証機関のサービスを信頼できるようになる
はずです。

CDP には、提携する認定検証プロバイダーに対する独自の認定プロセス
があります。これにより、国内および国際的なスキームの下で検証を実施
するにあたり、その検証機関が国際的に認知された基準に基づいて認定さ
れていることを保証できます。詳細は、CDP 認定検証ソリューションプ
ロバイダーのセクションを参照してください。

認　定

6

成果物

7
検証プロセスでどのようなアウトプットを得ることが必要か評価します。
少なくとも、作業の範囲と成果（制限を含む）の情報を CDP に提供でき
るような保証声明書が必要です。

さらに報告企業は、業務に関する詳細や、今後検証プロセスを改善するた
めの推奨事項を含む、より包括的な検証報告書からメリットを得られる場
合があります。この報告書は、組織の継続的改善の一環として使用できま
す。

通常、検証プロセスには以下の段階が含まれます。

{ オープニングミーティング

{ 検証作業（問題の解決を含む）

{ 独立したテクニカルレビュー

{ 報告書の提出

報告企業は進捗を把握し、長期的・短期的なスケジュールに対応しなけれ
ばなりません。検証機関は、保証声明書をスケジュールどおりに作成でき
るようにするため、何がいつ必要かをアドバイスします。

https://www.cdp.net/en/guidance/verification#769267013965fe5e9af3c32c88c791ec
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どうすれば、検証プロセスを可能な限り効率的かつ効果的なものにすることができ
るでしょうか。すべてをスムーズに進めるために、社内でできる準備はどのような
ものでしょうか。

ベストプラクティス
検証から最大の成果を得ることができるのは、炭素報
告のためのプロセス、手順、データ保持を事業の基幹
マネジメントシステムに完全に組み込んでいる組織で
す。EHS（環境・健康・安全）や ESG（環境・社会・
ガバナンス）に目を向けるだけでなく、中核となる長
期的なビジネス戦略と計画にサステナビリティを組み
込んでいます。

これらの組織内では、炭素報告に関する役割と責任が
明確に定義・理解されており、プロセスと手順が内部
監査の対象となっており、特定された問題に効率的か
つ効果的に対処可能で、再発防止のための是正措置が
講じられています。これらのタイプの組織は、内部監
査と検証プロセスの両方から学習し、プロセスとデー
タの正確性を継続的に改善し、その結果として検証プ
ロセスを合理化し、検証時間とコストを削減しうるメ
カニズムを備えています。

準　備
効率的かつ効果的な検証プロセスを計画・完了するに
は、当初から、組織と検証機関が良好かつオープンな
協力関係を築いていることが必要です。

開始に先立ち、検証機関は報告企業に広範な情報要件
を提示します。これにより企業は、検証機関が必要と
するすべての情報と記録を見つけて準備し、検証をサ
ポートするために必要となりうる企業の代表者全員を
特定できます。これらの情報をすべてまとめ、主要ス
タッフの可用性を確保することで、検証に関する質問
やより具体的な情報要求が発生した場合に対応し、円
滑かつ効率的なプロセスを促進できるようになります。

検証プロセスで最良の結果を得る

検証機関は検証の初期段階において（特に新規顧客の
場合）、その企業、業務、組織境界、マネジメントシ
ステム、それらの有効性と報告ラインについて理解を
深めます。この段階をサポートするためには、正確な
イメージを描けるだけの十分な情報を得られるよう、
組織の代表者が対応できる必要があります。この情報
から、検証機関は検証がもたらすリスクを分析し、検
証時間の配分方法を決定します。そのため、社内の品
質保証プロセスが堅牢であると検証機関が確信できる
ようにすれば、必要な検証時間が変わる可能性があり
ます。

検証機関は、組織、ひいては検証の詳細範囲を理解し
た上で、より詳しい検証計画を作成します。これは、
各段階で必要とされる具体的な情報と担当者を明確に
予測できるようにする形で、企業に伝達されます。

計　画
組織にとって最も適切な時期に検証を行うよう計画を
立てることで、プロセスを大幅に効率化できます。す
べての組織について（特に炭素報告や検証を初めて行
う組織について）、社内外の提出期限までに十分な余
裕を持って検証を計画することが望まれます。これを
円滑に進めるには、検証が段階別に完了するようにし
て、検証される報告期間の終了前に開始することが有
効です。

検証の最初の段階は、早く始めることが望まれます。
このようなアプローチにより、実施されているシステ
ム、プロセス、計算が報告手法に準拠していることを
導入のできるだけ早い段階で確保し、マネジメントシ
ステムの適切性を確認できます。
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段階別に適切に計画された検証では、以下のことが可
能です。

{  当初からすべての正しいデータを確実に収集・保
持することで、コンプライアンスを確認するため
に必要なデータや情報の紛失を防止する。

{  報告期限前に修正できるよう、時間に余裕をもっ
て問題を特定する。

{  検証結果の不要なフォローアップや、報告期限に
近い追加の検証日を避ける。

事後検証

検証プロセスから最良の結果を得るために、報告組織
が検証後に取ることができる複数の重要な措置があり
ます。

{  検証機関が提供するフィードバックが完全に理解
されることを確実にします。特定された問題の詳
細な報告が提供され、これらの問題が正確かつ完
全に理解されることによってのみ、効果的かつ徹
底的な対処が可能になります。

{  このフィードバックを経営陣に伝えます。経営トッ
プに報告するためのエグゼクティブサマリーや、
主要な結果とメリットをフィードバックするため
の簡単なプレゼンテーションの提出を検証機関に
依頼します。これにより、必要な改善に対する経
営トップの賛同が得やすくなります。

{  是正措置のためのマネジメントシステム機能を活
用し、得られた所見の根本原因分析を効果的に行
います。これにより、適切な対処を促し再発を防
ぐことができます。

検証の拡大
炭素報告と検証は長い旅のようなものです。すべての
組織が、時間をかけて報告・検証した内容を拡大しよ
うとすることができるし、実際にそうしています。

規制制度に基づく報告義務のない企業の場合、柔軟性
ははるかに高くなります。報告対象の境界を選択でき、
組織構造、地域、排出範囲や、検証を通じて適用され

る保証のレベルなどによって限定できます。このよう
なアプローチを通じて、組織はより小さな構成要素の
報告から始めることができ、この報告・検証のプロセ
スから多くの教訓を得ることができ、この教訓を活か
して、それぞれのペースで全面的な導入に拡大できま
す。さらに、限定的保証レベルの検証で何が求められ
るか理解することは、後に合理的保証レベルまで検証
の深度を上げ、利害関係者により大きな保証を提供す
るための重大な備えとなります。

規制の下にある組織は、保証レベル、業務範囲、地理
的範囲がすでに義務付けられています。このような下
にある企業は、規制対象範囲を超過し、規制で義務付
けられている事項に追加して報告する内容を増やすこ
とができます。

多くの施設や地域をカバーする大規模な組織の場合、
システムと制御が全体を通じて同程度に実施されてい
ることを示すのは困難である可能性があります。その
ため、限定的な地理的範囲で始めるほうが、検証要件
を満たしやすいかもしれません。このアプローチを用
いれば、全地域への導入を実証する前に、中央システ
ムの精度と制御について検証機関に実証できます。

検証拡大時の障害の克服
炭素報告・検証の拡大には、いくつかの共通の障害が
あります。地域や部署によってマネジメントシステム
や IT システムが異なる事態を、多くの企業が経験して
います。これはグローバル組織ではよくあることであ
り、多くの事業運営において適切かつ必要かもしれま
せんが、一貫したデータを収集する上では問題となり
ます。この問題を解決する簡単な方法は、グローバル
な重要業績評価指標（KPI）を導入し、これに照らし
た一貫性のある監視・報告を企業のすべての部分に義
務づけることです。この場合、測定単位と計算／測定
手段の両方を設定します。

さらに、多くの組織では、地域によって異なる必須の
要件があります。これには一貫性のないアプローチが
必要となる可能性があります。このような問題を克服
するため、ISO 14064-1 で定義されているような、
全社的かつ包括的なプロセスがたびたび実施されてい
ます。これは一貫性をもたらす一方で、必要な場合に
は地域別のバリエーションにも対応できます。
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スコープ 3 の要素には、報告組織の上流と下流の両方で、広範な GHG 排出源が含
まれています。

上流における排出とは、簡単に言えば、購入品の調達、生産、輸送など、企業が取得した商品・サービスに関連
する排出のことです。下流における排出とは、商品・サービスの使用や使用後の処理など、企業が販売した商品・
サービスに関連する排出のことです。このスコープに含まれる要素が広範であることや、それらを直接コントロー
ルできないことは、すべての企業にとって問題となっています。しかし、ベストプラクティスの適用や、事業に
とって特に重要なスコープへの対処により、これらの問題を解消することができます。

ベストプラクティス
スコープ 1 および 2 の炭素報告プロセスを基幹マネジ
メントシステムに全面的に組み込んでいる組織は、ス
コープ 3 排出量までそれらを拡大し、本ホワイトペー
パーの既出セクションで既に説明したようなアプロー
チの成果を得る上で理想的な位置づけにあります。

スコープ 3 が対象とするさまざまな要素に対応するに
は、より幅広い組織部門の関与が求められます。この
ような全社的アプローチでは、報告プロセスを基幹業
務システムに完全に組み込むことが必要です。

上流の排出源に対処するためには、例えば、調達、研
究開発、設計、エンジニアリング、生産、人事などの
部門からの意見が必要になるかもしれません。何を購
入する必要があるのかに加え、誰から購入するのかを
考慮しなければなりません。この点は、調達方針や調
達決定に織り込まれる必要がある一方で、研究開発や
製品設計の段階で排出の影響に対処し、排出を設計上
抑制することを促す必要もあります。

上流の影響に対処するためには、サプライチェーン内
の組織との連携も不可欠です。総排出量を的確に計算
するための情報を提供し、気候変動に関する企業の基
準を周知するためには、サプライチェーンの関与が必
要になります。必要な情報を入手し、改善を進めるた
めには、サプライチェーン企業と緊密に協力し、連携
することが重要です。

サプライヤーと協力して上流の排出に対処するだけで
なく、下流で顧客や最終消費者とも協力する必要があ

スコープ3報告と検証

ります。そのため、物流、マーケティング、販売など
の部門の関与や、顧客や消費者とのコミュニケーショ
ンが必要になるかもしれません。例えば、エネルギー
消費の少ない選択肢、製品使用中に排出量を削減する
方法、商品の返品や使用後のリサイクルを奨励する方
法に関する明確な情報などです。

残念ながら現時点では、炭素報告は環境部門やサステ
ナビリティ部門のみが担当するのが実務上一般的であ
り、そのため正確な情報の入手が非常に難しく、スコー
プ 3 排出量の削減を実現することはほぼ不可能となっ
ています。

組織にとって重要なスコープ 3 排出量を判
断する
自社のスコープ 3 排出量に取り組み始めることは、山
登りのような大変な作業に感じられるかもしれませ
ん。しかし、本ホワイトペーパーの既出のセクション
で説明したように、報告・検証される内容を段階的に
拡大していくことは、賢明かつ受け入れやすいアプ
ローチです。

最も重要な最初のステップは、スコープ 3 排出量のう
ち、自社の事業にとって最も重要なものはどれか判断
することです。GHG プロトコル 1 とそのスコープ 3 の
ガイダンス 2 には、原材料の抽出からフランチャイズ
の運営に至るまで、スコープ 3 排出量の 15 のカテゴ
リーが記載されています。明らかに、これらのカテゴ

1 GHG プロトコル－事業者算定報告基準。
2 GHG プロトコル－スコープ 3 排出量の算定技術ガイダンス。
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リーのすべてが組織の重要な排出源になるわけではあ
りません。なかにはまったく当てはまらないものもあ
るでしょう。そのため、これらのカテゴリーの中で組
織の GHG 排出量に最も大きく寄与しているのはどれ
か、自社にとって最も大きなリスクとなっているのは
どれか、幅広く理解することが重要です。優先して取
り組む必要があるのは、スコープ 3 排出量のこれらの
カテゴリーです。定量化やそれに基づく改善は困難か
もしれませんが、組織がネットゼロに向けて排出量を
削減し、ビジネスリスクを管理する上で最も重要です。

排出量の報告・検証を効果的に周知する
企業に対する排出量のさらなる開示への要求と期待
は、規制当局に加えて、非政府組織、投資家、政府、
一般市民、従業員からも高まっています。企業はまた、
独立した第三者が検証した主張の透明性を求める声に
もさらされています。そのため、このテーマに関する

コミュニケーションは正確かつ明確であることが重要
です。

さまざまなセクターや地域にわたり広範な報告の要求
事項があるため、このようなコミュニケーションの受
け手は、何が定量化されている／いないか、何が検証
されている／いないかについて混乱が生じやすくなり
ます。報告と検証がないからといって、排出がないわ
けではありません。

したがって、組織の炭素報告書とその保証声明書のい
ずれも、どの範囲と範囲内のカテゴリーが報告・検証
されているか、どの範囲と範囲内のカテゴリーが報告・
検証されていないかを、検証プロセスによって提供さ
れた保証のレベルや重要性とともに、明確化していな
ければなりません。受け手にとって明確に記述された
コミュニケーションを通じてのみ、理解、信頼、保証
を提供することができます。
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水資源の可用性と持続可能な管理を確実に維持するためには、その
上で我々が及ぼす影響と、事業にもたらされるリスク・機会をまず
理解しなければなりません。

信頼できる認証基準に基づく林産物の検証には、以下のような複数
のメリットがあります。

これらの影響とリスクに対して独立した第三者の検証
を受けることは、その定量化とリスク評価の両方につ
いて、組織が正しい道筋を歩むことを確保するのに役
立ちます。水の開示に関する一般的に認められた検証
基準はなく、ISAE 30003 のような既存の基準がしば
しば使用されています。

水に関する報告・検証を始める上で出発点となるのは、
透明性を促進し、報告書の利用者に一貫性と比較可能
性を提供するための標準化されたアプローチです。水
関連データの報告に関する一般的な規格には、GRI の
3034やCEOウォーターマンデートガイドライン5があ
ります。これらの規格は、まず自社の事業内で、次に
バリューチェーン内で、取水、水の消費、排水の量と
質を考慮するよう勧めています。

水と森林に関するデータの検証

この最初のステップは、組織への影響の特定に向けた
小さな一歩となりますが、全体像を描くものではあり
ません。続いて、水ストレスを伴う地域との関連で取
水場所を把握する必要があり、CEO ウォーターマン
デート 6 や HydroSHEDS のデータベースなど、この作
業に関して企業を支援するデータセットが公開されて
います。水ストレスを伴う既知の集水域に照らして取
水量をマッピングすることで、初めて組織的影響の程
度が明らかになります。

この段階で検証を行うことで、組織は真の影響、リス
ク、機会が正しく特定・定量化されているという保証
を得ることができます。これに基づき、事業方針、戦略、
改善目標を設定、実施、監視、周知し、水に関する開
示の継続的改善に向けてすべての利害関係者に働きか
けることができます。

3 国際保証業務基準－ ISAE3000：過去財務情報の監査またはレビュー以外の保証業務。
4 GRI 303：水と排水。
5 CEO ウォーターマンデート：企業の水開示ガイドライン。
6 CEO ウォーターマンデート：世界の河川流域のインタラクティブデータベース。

{  林産物が合法であり、森林減少がなく、原産地ま
で追跡可能であることが企業に保証されます。

{  環境への配慮や持続可能な開発が考慮されている
ことが消費者に保証されます。

{  森林が多くの直接的・間接的な商品やサービスに
加え、社会的利益をもたらします。持続可能に管
理された森林では、このようなサービスが確実に
保護・保全されます。

CDP には森林減少と生態系の転換に関するコミットメ
ントの実施に関するテクニカルノートがあり、これに
は検証に関するセクションがあります。詳細はこちら
を参照してください。

https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/guidance_docs/pdfs/000/004/231/original/CDP_technical_note_-_forests_implementation.pdf?1677259683
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俗説：検証には現地視察が必要
すべての検証において現地視察が必要なわけではあり
ません。ただし、現地視察が必要である／強く推奨
される状況もあります。顧客と検証機関は、保証レ
ベル（限定的か合理的か）を問わず、範囲を決める
早めの段階で、現地視察が必要かどうか話し合わな
ければなりません。温室効果ガスに関する義務的報
告 規 則（Mandatory Greenhouse Gas Reporting 
Regulation）のような特定のプログラムでは、現地視
察を行う必要があります。しかし、ほとんどの ESG
関連の検証においては、現地視察の必要性はそれほど
単純には判断できません。特定の場合には、現地視察
を行う妥当な理由があります。例えば、排出量とエネ
ルギーのデータが主に 1 つの主要製造施設に限定され

ている場合、現地視察は有益となるでしょう。このよ
うな状況では、検証機関が製造工程やエネルギー測定
手順を直接観察できるため、現地視察によって検証意
見を裏づけることができます。電力メーターの確認、
製造中の GHG の漏出、エネルギー消費プロセスの見
直しといった現地視察の価値を引き出し、データの信
頼性をさらに高められるかもしれません。エネルギー
の使用と排出が広範な排出源に分散している場合、現
地視察の価値は低下します。現地視察にメリットが
ない例として、リテールバンキングや専門サービスの
データ・排出量の検証があげられます。この場合、排
出量インベントリに数百や数千のオフィスのエネル
ギー使用量が含まれる可能性があります。

俗説：肯定的な検証の保証声明書は、自社のデータと GHG インベントリ
が完全に正確であることを意味する

第三者検証は GHG データの不確実性を低減しますが、
肯定的な検証が完全な正確性を保証するわけではあり
ません。財務データと比較して、GHG 排出量の計算
とデータは不確実性や変動性が高いことを理解する必
要があります。データと GHG 算定は、より良いデータ、
より正確な排出量算定技術、または GHG プロトコル
算定基準の変更を反映させるため、毎年定期的に評価
する必要があります。この定期的なレビューは、年間

の温室効果ガス排出量を求める準備の一環として、企
業の手順に組み込む必要があります。検証機関が肯定
的な保証声明書を発行したからといって、精度向上を
目指した方法改善のために排出量の継続的評価を行っ
たり、事業活動を正確に反映するために排出量インベ
ントリを拡大したりする必要がなくなるわけではあり
ません。

検証に関するよくある思い込み
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LRQA は、2022 年に CDP を通じて公開されたデータの分析により、報告企業の
地理的分布、利用されている基準、企業が採用している報告方法に関する注目すべ
きトレンドを明らかにしました。

CDP は、そのプラットフォームを通じて報告を行う企
業の拠点からも明らかなように、真のグローバル組織
です。報告企業が所在する上位 3 カ国は以下のとおり
です。

{ 米国（16％）

{ 中国（15％）

{ 日本（12％）

なお、EU 諸国グループは全体の 18％を占めています。

国別グループ 組織数 %

EU 1,539 18.4%

米国 1,310 15.6%

中国 1,242 14.8%

日本 960 11.5%

グレートブリテンおよび
北アイルランド連合王国 604 7.2%

CDPが公表した検証データの分析

北米

南米

欧州

アフリカ

アジア

オーストラリア
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CDP を通じた報告に関して企業を後押しする要因の一つはサプライチェーンプログ
ラムであり、これは CDP を通じてデータを報告する主要産業の上位で製造業が大き
な存在感を示していることからも分かります。業界全体の内訳は以下の表を参照。

製造業をさらに掘り下げると、主要セクターは電気・
電子機器、金属製品製造が占め、プラスチック製品製
造、動力機械がこれに続きます。

しかし、地域別の産業・セクターではやや事情が異な
ります。これらの報告企業の多くがサプライヤーでも
あることを考慮すると、国別の産業・セクターの所在
地からは、予想どおり、グローバルサプライチェーン
の全体像が浮かび上がります。

電気・電子機器セクターでは、中国本土、韓国、台湾
が報告企業として最上位となっています。中国は金属
製品製造の 30％、プラスチック製品製造の 31％を単
独で占めています。一方、米国は IT・ソフトウェア開
発セクターの 29％を占めています。

製造

サービス

素材

小売

インフラ

食品・飲料・農業

輸送サービス

アパレル

バイオ・ヘルス
ケア・製薬

化石燃料

発電

ホスピタリティ

コーポレートタグ

国際機関

0% 10% 20%
組織の割合

主要産業

30% 40%

基準
サステナビリティに関しては多くの基準があります。CDP
は報告企業の検証機関が検証を行う際に参照する基
準を追跡しています。最も一般的な検証基準は ISO 
14064-3 であり、ISAE 3000 が僅差でそれに続きます。

保証をめぐるトレンド
検証を義務づける規制やグリーンウォッシングの申立
てにより、保証は環境データにとって必須のものと
なりつつあります。2022 年に CDP に報告を行った
8,372 社のうち、

33%が

スコープ 1 と 2 のデータ
について第三者検証を受
けていたか、保証プロセ
スを実施していました。

スコープ 3 のデータの

25%が

第三者による検証を受け
ています。
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スコープの割合、スコープおよび検証／保証状況別

検証を受けている業種のトップはサービスと製造で、素材がそれに続きます。
スコープ 1 の組織数、主要産業別

検証活動はすべてが同等の内容ではありません。検証
において標準的な差別化要因となるのは、達成された
保証のレベルです。これは限定的保証か合理的保証の
いずれかとなります。保証のレベルに応じて、検証
機関がデータを精査する深度や、ISAE 3000 と ISO 
14064-3 の両方で定義されているリスクの許容レベ
ルが決まります。通常、企業は限定的（または中位の）
保証から始めて、合理的（または高位の）保証へと移
行していきます。たとえば、SEC 規則案と CSRD の
いずれも、最初に限定的保証を、その後合理的保証へ
の移行を求めています。保証作業を経験した CDP 報
告企業のうち、ほとんどが限定的／中位の保証を使用
していました。

CDP の経験上、ほとんどの企業は初回の検証にあたり
限定的保証を受けています。これは、GHG 排出量の
算出に必要な大量のデータを適切に管理する上で、シ
ステムが堅牢でよく整備されていることを確保するの
に役立ちます。しかし、企業は合理的保証に移行する
際に大きな課題に直面します。合理的保証を行うには、
特定のサンプルサイズについて一次レベルのデータま
で検証する必要があるため、移行には 2 ～ 3 年ほどか
かることが分かっています。これほどの深度までデー
タをテストすると、多くの場合、データの扱い方、デー
タ品質の評価方法、変更の管理方法など、性質上対処
が難しい重要な所見が得られます。例えば、どんなに
スマートな IT システムや AI を使用していても、デー
タの収集・管理方法により、すべてのインベントリが
単位変換やタイプミスの問題を抱えています。

スコープ1

スコープ2（ロケー
ションベースまたは
マーケットベース）

スコープ3

0% 40%20% 60%

範囲

80% 100%

検証／保証状況 第三者による検証／保証プロセスを実施排出データの提供なし 第三者による検証／保証なし

組織の割合

主要産業

26%

25%
12%

8%

6%

6%

4%
3%

3%3%

サービス

製造

素材

インフラ

小売

食品・飲料・農業

輸送サービス

バイオ・ヘルスケア・製薬

化石燃料

発電

アパレル

ホスピタリティ

コーポレートタグ

国際機関

2% 1% 0%
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以下のグラフは、スコープ 1 保証のレベル全体と、保証レベルが高位／合理的であ
る業種の内訳を示しています。

スコープ 1 の組織、保証グループ別

高位／合理的保証：スコープ 1 の組織、業種別

保証グループ

66%

限定的／中位

高位／合理的

第三者による検証／保証が進行中rt

該当なし

9%

1%

24%

主要産業 製造

サービス

素材

インフラ

輸送サービス

発電

化石燃料

食品・飲料・農業

小売

アパレル

バイオ・ヘルスケア・製薬

ホスピタリティ

2%

31%

2%

19%15%

8%

5%

5%

4%
3%

3%
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スコープ 3
企業は出張を最も計算しやすいカテゴリーの 1 つと見
なす傾向があるため、当然ながら、出張は依然として
スコープ 3 カテゴリーの中でトップです。しかし、購
入した商品・サービスは僅差で 2 位となりました。もっ
とも、ほとんどの企業は、今でも排出量の計算に支出

ベースのアプローチを使っているかもしれません。支
出ベースのアプローチはベンチマーキング作業では非
常に有用ですが、実際のサプライチェーンデータに基
づくと、より正確でデータに基づいた意思決定ができ
ます。

カテゴリー スコープ 3 組織の数 スコープ 3 の検証の割合

出張 1,529 75.3%

購入した商品・サービス 1,313 64.6%

燃料・エネルギー関連活動 
（スコープ 1 または 2 に含まれないもの） 1,155 56.9%

業務で発生する廃棄物 1,154 56.8%

従業員の通勤 1,052 51.8%

上流の輸送・流通 1,025 50.5%

資本財 703 34.6%

下流の輸送・流通 619 30.5%

販売商品の使用 588 29%

販売商品の使用後の処理 440 21.7%

上流リース資産 340 16.7%

下流リース資産 309 15.2%

投資 289 14.2%

販売商品の加工 203 10%

フランチャイズ 150 7.4%
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CDP認定検証ソリューション
プロバイダー

CDP に開示するデータの検証を受ける目的で、CDP が受け入れて
いる基準のいずれかを使用してデータを検証する検証機関と協力で
きます。リストはこちらを参照してください。

CDP は、独自の認定プロセスを経た複数の検証プロバイダーと提
携し、それらを推奨しています。これにより、有力な検証機関との
協力が確保されます。CDP 認定検証ソリューションプロバイダー
は、認定ソリューションプロバイダーのページで、ASP カテゴリー
フィルターの「検証」を選択すると確認できます。これらのプロバ
イダーは、認知された規格に従って自ら認定を受けるだけでなく、
CDP が承認した基準に従って顧客の GHG 排出量の検証を行って
います。検証分野のエキスパートであり、CDP と緊密に連携して、
検証関連のニュースや CDP の開示に関する最新情報をいち早くお
届けしています。

本ホワイトペーパーは、CDP 認定検証ソリューションプロバイダー
である Keramida、LRQA、Lucideon 3 社との共著によるものです。
提供いただいた専門知識と知見にあらためて感謝を申し上げます。

CDP 認定検証ソリューションプロバイダーの詳細情報をご希望の
方、または紹介をご希望の方は、partnerships.japan@cdp.net ま
でお問い合わせください。

CDP 認定検証ソリューションプロバイダープログラムへの参加に
関心をお持ちの検証機関は、partnerships.japan@cdp.net までお
問い合わせください。

https://www.cdp.net/en/guidance/verification#769267013965fe5e9af3c32c88c791ec
https://www.cdp.net/en/info/accredited-solutions-providers/all-accredited-service-providers
https://www.cdp.net/en/partners/keramida
https://www.cdp.net/en/partners/lrqa
https://www.cdp.net/en/partners/lucideon
mailto:partnerships.japan%40cdp.net?subject=
https://www.cdp.net/en/info/accredited-solutions-providers
mailto:partnerships.japan%40cdp.net?subject=
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ケーススタディ

電力セクター企業が得た検証の複数のメリット

電力セクターの検証パートナーのある顧客は、世界中の GHG スコープ 1 および 2 の排出量とともに、
水・廃棄物関連データといった限定的な数のスコープ 3 カテゴリーを検証することを望んでいました。
業界のベストプラクティスとされるものに関するガイダンスを求め、将来的に報告や検証を追加デー
タセットに拡大できるよう、検証の要求事項について理解を深めたいと考えていました。

このプロセスを円滑に進めるべく、検証パートナーはミーティングやディスカッションを行い、デー
タを整理・分析する最善な方法をめぐる問題解決に努め、必要な主要データポイントや今後収集が必
要になる新たなデータを特定しました。検証機関はまた、データの質、信頼性、精度を向上させるう
えでのギャップや機会の特定を支援し、報告が国際規格を確実に遵守できるようにしました。

ホスピタリティ企業の検証を通じた事業マネジメントシステムの改善

ホスピタリティ業界のグローバル企業である報告企業は、GHG データ、エネルギー、水使用量、その
他の特定の環境パフォーマンス指標について限定的保証の提供を受けるため、8 年以上前に検証パート
ナーと協力関係を結びました。検証機関との良好かつ緊密な協力関係と、年次で実施された検証を通
じて特定された改善事項により、報告企業では現在、合理的保証レベルの検証を実現できるほど十分
に事業マネジメントシステムが改善されています。これにより、組織のサステナビリティデータの品質、
信頼性、精度に対する信頼が高まり、報告書の信ぴょう性が向上しました。

サービス企業の検証によるデータの精度向上

報告企業は、サービスセクターでグローバルに複数拠点を展開する企業です。ソースデータの質と可
用性の向上に伴い、報告の精度を徐々に高めていきました。

当初、床面積の指標を用いた簡略化された手法に依拠していましたが、ソースデータ（天然ガス使用量）
の収集を改善し、現在では報告・検証に関してこの一次データを主に使用しています。燃料使用量に
あらためて注目することで、エネルギーと排出に対する当事者意識と、その削減のために取りうる行
動を促すことができます。
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検証プロジェクトにおけるデータ分析の役割

データと GHG 排出量を報告している企業は、世界各地で事業を展開していることが多く、膨大な数の
排出源からのエネルギー使用を含んでいることがあります。このような状況において、データ分析の
役割は非常に重要です。エネルギーまたは GHG 測定指標の通常の相関に従わないデータを特定できた
場合、潜在的なデータエラーに関する知見が得られるかもしれません。データ分析チェックのシンプ
ルかつ有効な 1 つの方法として、企業の排出量インベントリに含まれるすべての所在地について、平
方フィートあたりのエネルギーまたは GHG 排出量をグラフ化するというやり方があります。エネル
ギー使用量の地域差や、業種の違い（製造業と非製造業）によるエネルギー消費量のばらつきを考慮
した上で、この指標は事業ポートフォリオ全体で一貫した結果となることが期待されます。異常なデー
タがあった場合、ホットスポットとしてそのサイトの補足データをさらに調査する対象となるでしょ
う。これは、大規模な企業がデータや排出量の潜在的問題を特定する上で最適な方法です。

化学品メーカーにおけるマーケット基準・ロケーション基準のス
コープ2データの検証

報告企業は化学製造業のグローバル企業です。利用可能なデータの質と範囲、裏付けとなる排出係数
の増加に伴い、長年にわたって排出報告を改善してきました。特に注目されるのは、マーケット基準
に加えて、ロケーション基準の報告を使用したスコープ 2 の報告です。

この組織は低炭素電力を調達し、自家発電を行っています。このことは、同社の排出量ポートフォリ
オに明確に表れています。全体的な排出量と排出原単位が減少しており、独立した検証を受けることで、
この事実を独立した形で利害関係者に実証することができました。

重要でない所見の影響

企業にとって、問題のログや検証報告書のレビューを行い、重要でない所見を含むすべての観察事項・
所見の影響を理解することは非常に重要です。当年度の所見が重要でないからといって、今後も重要
でないとは限りません。そのため、すべての所見について理解することが顧客におけるベストプラク
ティスとなります。たとえば、ある建材メーカーには、断熱材フォームの吹付を行う小規模な事業部
門があります。現時点では、これらの断熱製品は他の製品に比べて規模が小さいので、計算上の漏出
量は現時点では軽微です。軽微とはいえ、検証機関は、フォームの使用状況の追跡の精度をあげて見
積もり手順を改善する方法について、非重要事項のコメントを出しています。このメーカーの事業が
成長し、断熱製品がより注力されるようになると、フォームベース製品に関するデータ収集の改善策
を講じていない場合に、ある時点では重要でなかった所見が重要な意味を持つようになるでしょう。
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CDP について
CDP は、企業や自治体の環境情報開示のための世界的なシステムを有する国際的な非営利団体です。2000 年の設立
以来、CDP は資本市場と企業の購買力を活用することで、企業が環境影響を開示し、温室効果ガスを削減し、水資源
や森林を保護することを促進する取組みを先導してきました。現在では 130 兆米ドル以上の資産を保有する 740 を超
える署名金融機関と協働しています。2023 年には、世界の時価総額の 3 分の 2 に相当する 23,000 社以上、そして
1,100 以上の自治体を含む、世界中の 25,000 を超える組織が CDP の質問書を通じて環境情報を開示しました。CDP
は TCFD に完全に準拠した質問書に基づく世界最大の環境データベースを有し、CDP スコアはネットゼロ、持続可能
でレジリエントな経済を構築するために投資や調達の意思決定に広く活用されています。CDP は、科学に基づく目標
設定イニシアチブ（SBTi）、We Mean Business 連合、The Investor Agenda（機関投資家の気候変動対策推進イニシ
アチブ）、NZAMI（ネットゼロ・アセットマネジャーズ・イニシアチブ：Net Zero Asset Managers Initiative）の創
設メンバーです。詳しくは www.cdp.net にアクセス、もしくは @CDP の X（旧ツイッター）のフォローをお願いします。
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